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横浜市立神橋小学校 校長      

横浜市立神橋小学校 防災・防犯対応 

                                                                    

○非常災害(大地震・気象災害)、および防犯に対する学校対応は、以下の通りです。 

○学校からの連絡は、「すぐーる」を使用します。 

 時間帯・児童の位置 学校の対応 保護者への連絡 
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児童在宅中・学校外 

・休校 

 ※原則として発災当日及び翌日 

 ※休校としない場合は、 

「すぐーる」で配信する 

・大規模地震が観測された場

合は、原則として 

学校から「連絡なし」 

 

 

 

・児童が、学校で待機してい

る場合は、引き取りをお願

いします。 

校

内 

在校中 ・授業打ち切り、保護者引き取り 

登校中 ・登校中の児童は、自宅か学校の近い方

へ避難する 

・登校した児童は、保護者引き取り 

下校中 ・下校中の児童は、自宅か学校の近い方

へ避難する 

・校内残留児童は、保護者引き取り 

校

外 

５年生・６年生 

宿泊を伴う行事 

・行程の打ち切り 

・現地対策本部の指示で避難 

・安全確認後に帰校、保護者引き取り 

校外学習遠足 ・行程の打ち切り 

・学校、所轄の指示で避難 

・安全確認後に帰校、保護者引き取り 

上
記
以
外 

○震度５弱以下の地震でも、学校周辺あるいは首都圏で次の事態が起こった場合や起こる恐れがある

場合は、児童引き取りとすることがあります。 

 ・鉄道等の交通機関が広範囲で運転を中止し、再開の見込みが立たないと考えられる場合 

 ・大規模な停電が起こり、復旧のめどが立たない場合 

警報 

・暴風 

・大雪 

・暴風雪 

危険警報 
または  

特別警報 
・暴風 

・大雪 

・暴風雪 

・氾濫 

・大雨 

・土砂災害 

・高潮 

児童在宅中・登校前 午前６時の時点で発令されてい

る場合は、「休校」 

・警報等が発令された場合は、

原則として 

学校から「連絡なし」 

校
内 

在校中 授業を打ち切り、保護者引き取り ・状況により、適宜学校から

「すぐーる」で連絡します。 

 

・児童が、学校で待機してい

る場合は、引き取りをお願

いします。 

登校中 ・登校を待つ 

・登校中の児童は、自宅か学校の近い方

へ避難する 

・登校した児童は保護者引き取り 

校
外 

校外学習 ・行程の打ち切り 

・現地対策本部の指示で避難 

・安全確認後に帰校、保護者引き取り 

上記以外の 

警報 

注意報 

〇家庭の判断で、登校せず自宅待機をする場合は、「すぐーる」で学校に欠席連絡をお願いします。 

〇児童が在校中の場合は、授業を続行し、通常通りの下校となります。ただし、下校時間に変更があ

る場合のみ学校から「すぐーる」で連絡します。 

不審者等の

非常事態 

発生 

防犯対策 

在校中に、校内や近隣で 

非常事態発生（不審者等） 

・警察や関係機関等と連絡を取るととも

に、正確な情報を収集し、対応を判断す

る。状況により、保護者引き取りになり

ます。 

・状況により学校から「すぐ

ーる」で連絡します。 

＊児童の引き取りができる人は、「個票に記載されている方」のみです。 
＊「連絡あり」の場合でも、「すぐーる」により、連絡できない場合があります。 
＊学校に留まることが危険な場合は、岸根公園での「避難・引き取り」になります。 

要保存 改訂版 


